
( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和７年度（道補）寺沢橋長寿命化工事

路線河川名 市道８地区８８号線 建設工事箇所 藤枝市　瀬戸ノ谷　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　４月２０日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 施工延長 　　　　　　１３．３　　 ｍ

塗替塗装工 　　　　　１３８　　　　 ｍ２

断面修復工 　　　　　　　０．４　　 ｍ３

ひび割れ注入工 　　　　　　　０．６　　 ｍ

水切り設置工 　　　　　　２６　　　　 ｍ

伸縮装置取替工 　　　　　　２９．２　　 ｍ

防護柵補修工 　　　　　　２６　　　　 ｍ

舗装補修工 　　　　　　８１　　　　 ｍ２

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　６月 基本単価 令和　７年　　６月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２



工事施工箇所

位　置　図
1/10,000



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  橋梁保全工事

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  現場塗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  橋梁塗装工
          塗替塗装工（Rc-I）

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  素地調整
            1種ケレン　循環式ハイブリッドブラストシステム工法
            鉛・PCB対応

ｍ２ 　　　　　　　１３８　　　　 第　　　１号表

Ｍ００２１

‐‐‐‐  塗替塗装

ｍ２ 　　　　　　　１３８　　　　 第　　　３号表

Ｍ０００１

‐‐‐‐  塗膜処分費

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｍ００２５

‐‐  橋梁補修工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  断面修復工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．．　　．．．　　　．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  断面修復工（左官工法）
            鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む　延べ体積０．４１ｍ３

構造物 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１０号表

‐‐‐  ひび割れ補修工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ひび割れ補修工（低圧注入工法）
            延べ延長０．６ｍ

構造物 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１１号表

‐‐‐  水切り設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  水切り設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１２号表

Ｍ０００６

‐‐‐  伸縮装置取替工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  伸縮装置取替工
            埋設ジョイント

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１５号表

Ｍ００１９

‐‐‐  防護柵補修工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  防護柵補修工

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

Ｍ００２９

．　．．．　　．．．　　　．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  コンクリート舗装補修工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  表面保護工
            スロメDN工法

ｍ２ 　　　　　　　　８１　　　　 第　　３１号表

Ｍ０００７

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仮設足場工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  補修用足場工

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３２号表

Ｍ００２４

‐‐‐  防塵対策工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  環境資機材対策費
            施工日数3日×不稼働率1.8＝6日≒0.5ヶ月

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４１号表

Ｍ００２２

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．．　　．．．　　　．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　９９　　　　

直接工事費計

工種区分  No. ７２  橋梁保全工事

    共通仮設費                    (一般交通影響有り（２）‐１)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    技術管理費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　４２号表

Ｍ００１７

    安全衛生保護具費
    施工日数3日（6人：1パーティー）

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　４４号表

Ｍ００２３

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響有り（２）‐１)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．．．　　．．．　　　．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．．．　　．．．　　　．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２１

金 円 １　ｍ２ 当り

素地調整
1種ケレン　循環式ハイブリッドブラストシステム工法

    鉛・PCB対応
第　　　１号表

７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    素地調整
        1種ケレン　循環式ハイブリッドブラストシステム工法
        鉛・PCB対応　施工規模:1000m2以上

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　２号表

Ｍ００２０

    上記金額に掛ける
        100m2以上500m2未満　1.25

　　　　　　　　　１．２５　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２０

金 円 １０００　ｍ２ 当り

素地調整
1種ケレン　循環式ハイブリッドブラストシステム工法

    鉛・PCB対応　施工規模:1000m2以上
第　　　２号表

８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう世話役

人

１

    橋りょう特殊工

人

１

    普通作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    研削材損料
        スチールグリッド

ｋｇ 　　　　　３，０００　　　　

    循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ損料
        投射機　7-37kwﾙｰﾂﾌﾞﾛｱ

日
    ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料

日
    循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整備費基本料
        機械整備・消耗品取替

式 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２０

第　　　２号表

９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    空気圧縮機［可搬式・Ｅ駆動・スクリュ（超低騒）・排対（２次）］
        吐出量７．５‐７．８ｍ３／ｍｉｎ吐出圧力０．７ＭＰａ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

    軽油
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　２，８０６　　　　

    発動発電機［ディーゼルエンジン駆動（超低騒）・排対型（３次）］
        定格容量（５０／６０Ｈｚ）５０／６０ｋＶＡ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

    軽油
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　２，９２３　　　　

    トラック［クレーン装置付］
        ベーストラック４‐４．５ｔ積吊能力２．９ｔ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ２
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００１

金 円 １００　ｍ２ 当り

塗替塗装
第　　　３号表

１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    塗替塗装　清掃・水洗い

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　　４号表

    塗替塗装　下塗り（Rc-I有機ジンクリッチペイント）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　　５号表

    塗替塗装　下塗り（Rc-I弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　　６号表

    塗替塗装　中塗り（Rc-I弱溶剤形ふっ素樹脂塗料）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　　７号表

    塗替塗装　上塗り（Rc-I弱溶剤形ふっ素樹脂塗料）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　　８号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　清掃・水洗い
第　　　４号表

１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装）　昼間単価
        清掃水洗い　機労 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　下塗り
第　　　５号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ）　昼間単価
        スプレー　６００×１層　機労材 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　下塗り
第　　　６号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料）　昼間単価
        スプレー　２４０×２層　機労材 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　中塗り
第　　　７号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素）　昼間単価
        スプレー　淡彩　１７０×１層　機労材 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　上塗り
第　　　８号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素）　昼間単価
        スプレー　淡彩　１４０×１層　機労材 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２５

金 円 １　式 当り

塗膜処分費
第　　　９号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ケレンかす処分費
        PCB・鉛含有

ｋｇ 　　　　　　　１６５　　　　

    汚染物処分費
        防護服、フィルター等

ｋｇ 　　　　　　　２２８　　　　

    収集運搬費
        排出場所：エコシステム山陽株式会社（岡山県久米郡）

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　構造物 当り

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む　延べ体積０．４１ｍ３ 第　　１０号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    断面修復材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４８４

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　構造物 当り

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
延べ延長０．６ｍ 第　　１１号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    注入材

ｋｇ 　　　　　　　　　０．００４

    シール材

ｋｇ 　　　　　　　　　０．０８２

    低圧注入器具

個 　　　　　　　　　２　　　　

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００６

金 円 １　式 当り

水切り設置工
第　　１２号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    水切り設置工

ｍ 　　　　　　　　２６　　　　 第　　１３号表

Ｍ０００４ １

    簡易水切り
        材料費

ｍ 　　　　　　　　２６　　　　

１

    アンカー工

箇所 　　　　　　　１０４　　　　 第　　１４号表

Ｍ０００５ １

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００４

金 円 １　ｍ 当り

水切り設置工
第　　１３号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００５

金 円 １０　箇所 当り

アンカー工
第　　１４号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
      計

      単価

箇所

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１９

金 円 １　式 当り

伸縮装置取替工
埋設ジョイント 第　　１５号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    伸縮装置取替工（A1、縦目地）
        シームレスジョイントSJ-M型

ｍ 　　　　　　　　２１．５　　 第　　１６号表

Ｍ０００２

    伸縮装置取替工（A2）
        シームレスジョイントSJ-M型

ｍ 　　　　　　　　　７．７　　 第　　１８号表

Ｍ０００３

    FCテープ

ｍ 　　　　　　　　６１　　　　

    シール工

ｍ 　　　　　　　　　１．５　　 第　　１９号表

Ｍ００１８

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００２

金 円 １　ｍ 当り

伸縮装置取替工（A1、縦目地）
シームレスジョイントSJ-M型 第　　１６号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

        補修　床版箱抜型　２車線相当，設計断面積＝０．０４ｍ２
ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１７号表

    メジエイド
        MA50

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ 当り

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

    補修　床版箱抜型　２車線相当，設計断面積＝０．０４ｍ２
第　　１７号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁用埋設型伸縮継手設置工
        補修　床版箱抜型　２車線相当

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    加算額
        床版箱抜型　特殊合材費

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０４　

    加算額
        床版箱抜型　伸縮金物費

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ２〕
        既設伸縮装置が突合せ目地、あるいは埋設型伸縮装置の場合の補正

×
    補正後市場単価

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００３

金 円 １　ｍ 当り

伸縮装置取替工（A2）
シームレスジョイントSJ-M型 第　　１８号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

        補修　床版箱抜型　２車線相当，設計断面積＝０．０４ｍ２
ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１７号表

    メジエイド
        MA40

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１８

金 円 １０　ｍ 当り

シール工
第　　１９号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    シール材

Ｌ 　　　　　　　　１４．５　　

    バックアップ材

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    雑品
        プライマー材等

式 　　　　　　　　　１　　　　

    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１８

第　　１９号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２９

金 円 １　式 当り

防護柵補修工
第　　２０号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    レール取替
        Gr-C-2B

ｍ 　　　　　　　　２６　　　　 第　　２１号表

Ｍ００２７

    支柱塗替塗装

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　 第　　２４号表

Ｍ００２８

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２７

金 円 １０　ｍ 当り

レール取替
Gr-C-2B 第　　２１号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    部材設置（レール）
        　
        路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種　支柱間隔２ｍ

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　２２号表

    部材撤去（レール）
        　
        路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種、歩道用　Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　２３号表

    ガードレール　塗装品（景観色）
        Gr‐C‐2B　CO建込用

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ 当り

部材設置（レール）
　

    路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種　支柱間隔２ｍ
第　　２２号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ガードレール部材設置工（路側用）
        レール設置　Ａ、Ｂ、Ｃ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後市場単価

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ 当り

部材撤去（レール）
　

    路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種、歩道用　Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ
第　　２３号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ガードレール部材撤去工レール撤去
        路側用、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後市場単価

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２８

金 円 １００　ｍ２ 当り

支柱塗替塗装
第　　２４号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    塗替塗装　清掃・水洗い

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２５号表

    塗替塗装　素地調整（3種ケレン）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２６号表

    塗替塗装　下塗り（Rc-III弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２７号表

    塗替塗装　下塗り（Rc-III弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２８号表

    塗替塗装　中塗り（Rc-III弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２９号表

    塗替塗装　上塗り（Rc-III弱溶剤形ふっ素樹脂塗料）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　３０号表

      計

      単価

ｍ２
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　清掃・水洗い
第　　２５号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装）　昼間単価
        清掃水洗い　機労 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        高欄部単独施工の場合

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　素地調整
第　　２６号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装　素地調整）　昼間単価
        ３種ケレンＡ　機労材 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        高欄部単独施工の場合

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　下塗り
第　　２７号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料）　昼間単価
        はけ・ローラー　２００×１層　機労材 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        高欄部単独施工の場合

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　下塗り
第　　２８号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料）　昼間単価
        はけ・ローラー　２００×２層　機労材 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        高欄部単独施工の場合

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　中塗り
第　　２９号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素）　昼間単価
        はけ・ローラー　淡彩　１４０×１層　機労材 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        高欄部単独施工の場合

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

塗替塗装　上塗り
第　　３０号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋梁塗装工（塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素）　昼間単価
        はけ・ローラー　淡彩　１２０×１層　機労材 制約無

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        高欄部単独施工の場合

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００７

金 円 ８０　ｍ２ 当り

表面保護工
スロメDN工法 第　　３１号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    スーパーロメンパッチ細粒型
        特殊乳剤系モルタル

組 　　　　　　　２１４　　　　

２

    HQプライマー
        浸透系防水材（アクリル系）

ｋｇ 　　　　　　　　３３．６　　

２

    珪砂
        5号珪砂

ｋｇ 　　　　　　　　５８．８　　

２

    機材費

％
    諸雑費

％
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００７

第　　３１号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２４

金 円 １　式 当り

補修用足場工
第　　３２号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    吊足場工
        ﾀｲﾌﾟA3
        足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする

ｍ２ 　　　　　　　　９５　　　　 第　　３３号表

Ｍ０００８

    吊足場養生工
        床面シート張り防護
        足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする

ｍ２ 　　　　　　　　９５　　　　 第　　３４号表

Ｍ０００９

    朝顔工
        ﾀｲﾌﾟB
        足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする

ｍ２ 　　　　　　　　９５　　　　 第　　３５号表

Ｍ００１０

    朝顔養生工
        板張防護工
        足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする

ｍ２ 　　　　　　　　９５　　　　 第　　３６号表

Ｍ００１１

    朝顔養生工
        シート張防護工
        足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする

ｍ２ 　　　　　　　　９５　　　　 第　　３７号表

Ｍ００１２

    ブラスト養生工
        ブラスト用養生シート工

ｍ２ 　　　　　　　１６１　　　　 第　　３８号表

Ｍ００１３

    足場用吊りチェーン盛り替え工
        ﾀｲﾌﾟA3

ｍ２ 　　　　　　　　９５　　　　 第　　３９号表

Ｍ００１４

    中段足場
        ﾀｲﾌﾟC
        足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする

ｍ２ 　　　　　　　　２１　　　　 第　　４０号表

Ｍ００３０

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２４

第　　３２号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００８

金 円 １　ｍ２ 当り

吊足場工
ﾀｲﾌﾟA3

    足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする
第　　３３号表

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    足場損料

ヶ月 　　　　　　　　　３　　　　

    橋りょう特殊工

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００９

金 円 １　ｍ２ 当り

吊足場養生工
床面シート張り防護

    足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする
第　　３４号表

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    足場損料

ヶ月 　　　　　　　　　３　　　　

    橋りょう特殊工

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１０

金 円 １　ｍ２ 当り

朝顔工
ﾀｲﾌﾟB

    足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする
第　　３５号表

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    足場損料

ヶ月 　　　　　　　　　３　　　　

    橋りょう特殊工

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１１

金 円 １　ｍ２ 当り

朝顔養生工
板張防護工

    足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする
第　　３６号表

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    防護材損料

ヶ月 　　　　　　　　　３　　　　

    橋りょう特殊工

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１２

金 円 １　ｍ２ 当り

朝顔養生工
シート張防護工

    足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする
第　　３７号表

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    防護材損料

ヶ月 　　　　　　　　　３　　　　

    橋りょう特殊工

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１３

金 円 １　ｍ２ 当り

ブラスト養生工
ブラスト用養生シート工 第　　３８号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう特殊工

人
    養生シート損料（全損）

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１４

金 円 １００　ｍ２ 当り

足場用吊りチェーン盛り替え工
ﾀｲﾌﾟA3 第　　３９号表

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう世話役

人

１

    橋りょう特殊工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００３０

金 円 １　ｍ２ 当り

中段足場
ﾀｲﾌﾟC

    足場を設置する橋梁路面から足場材の搬入・搬出を必要とする
第　　４０号表

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    足場損料

ヶ月 　　　　　　　　　３　　　　

    橋りょう特殊工

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２２

金 円 １　式 当り

環境資機材対策費
施工日数3日×不稼働率1.8＝6日≒0.5ヶ月 第　　４１号表

５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
（負圧集塵装置）

コメント行

    超微細粉塵対策型集塵機
        MDFU-24Z型　24m3/min

ヶ月 　　　　　　　　　０．５　　

    基本整備料

式 　　　　　　　　　１　　　　

    プレフィルター

枚 　　　　　　　　　３　　　　

    活性炭フィルター

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    HEPAフィルター

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    PVC吸込みダクト
        φ300

本 　　　　　　　　　１　　　　

（エアシャワー）

コメント行

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２２

第　　４１号表

５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    エアシャワー
        SS-AS-20T

ヶ月 　　　　　　　　　０．５　　

    基本整備料

式 　　　　　　　　　１　　　　

    プレフィルター

枚 　　　　　　　　　３　　　　

    HEPAフィルター

枚 　　　　　　　　　１　　　　

（真空掃除機）

コメント行

    粉塵専用HEPA掃除機
        CTH26E

ヶ月 　　　　　　　　　０．５　　

    基本整備料

式 　　　　　　　　　１　　　　

    環境用FESフィルター

枚 　　　　　　　　　３　　　　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２２

第　　４１号表

５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    環境FESHEPAフィルター

枚 　　　　　　　　　１　　　　

（クリーンルーム）

コメント行

    セキュリティールーム
        ラクダセキュリティー

組 　　　　　　　　　１　　　　

（動力費）

コメント行

    ベビーコンプレッサー
        1.1kW

ヶ月 　　　　　　　　　０．５　　

    エアホース
        8.5mm×30mドラム

ヶ月 　　　　　　　　　０．５　　

    電光ドラム
        100V屋外用

ヶ月 　　　　　　　　　１　　　　

    発電機DS/S
        25kVA

ヶ月 　　　　　　　　　０．５　　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２２

第　　４１号表

５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    軽油
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　　　　５９　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１７

金 円 １　式 当り

技術管理費
第　　４２号表

５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    小規模鉄筋探査工
        探査方向：上向き

ｍ２ 　　　　　　　　　５．２　　 第　　４３号表

Ｍ００１６

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１６

金 円 ９　ｍ２ 当り

小規模鉄筋探査工
探査方向：上向き 第　　４３号表

５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    技師（Ａ）

人

１

    技師（Ｂ）

人

１

    技師（Ｃ）

人

１

    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２３

金 円 １　式 当り

安全衛生保護具費
施工日数3日（6人：1パーティー） 第　　４４号表

５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電動ファン付呼吸用保護具
        BL-711 HG-02　2人分

個 　　　　　　　　　２　　　　

    呼吸用保護具用フィルター
        BRDG-82　2人分

個 　　　　　　　　１２　　　　

    エアーラインマスク
        SB-1HY型　2人分

個 　　　　　　　　　２　　　　

    エアーラインマスク
        M5-Y型　2人分

個 　　　　　　　　　２　　　　

    防塵マスク
        BL-351HGX-04（半面体）　4人分

個 　　　　　　　　　４　　　　

    フィルター
        BRD-82型（防塵フィルター）　4人分

個 　　　　　　　　２４　　　　

    使い捨て化学防護服
        JIS T 8115相当品　6人分

枚 　　　　　　　　３６　　　　

    防護手袋
        JIS T 8116相当品　6人分

枚 　　　　　　　　３６　　　　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１３‐０２‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２３

第　　４４号表

５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    シューズカバー
        タイベック6873　6人分

組 　　　　　　　　３６　　　　

    エアーラインホース
        φ19×20m/本　20m/現場毎

本 　　　　　　　　　１　　　　

    エアーラインホース
        φ9×20m/本　橋長14m+10m　4人分

本 　　　　　　　　　８　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額





情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 
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遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 
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